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新型コロナウイルス（COVID－19）感染症と「こころのケア」について

　〇十分な睡眠（眠れなくても横になるだけで休めます）や、バランスの良い食事をとって、規則正しい生活を
　　しましょう。
　〇メールや電話などで、信頼できる友達や家族と話しましょう。
　〇人混みを避けた場所での散歩や適度な運動を心がけましょう。
　〇気持ちを落ち着かせるためのアルコールやタバコ等の過剰な摂取は控えましょう。

　感染の集団発生は、国際的には災害の一つとされていて、自然災害と同様にこころの問題を引き起こすこと
が知られています。感染が拡大することにより、人のこころやからだには不安やストレス、恐怖、怒り、興奮、
不眠などの様々な変化が生じやすくなると考えられています。
　感染流行や行動制限が続くと、こころの疲れがたまりやすくなりますので、以下のことに気を付けて過ごし
ましょう。

１ こころと体を健康に保つ生活を送りましょう

〇情報源が明らかな、正しい情報と知識を得るようにし
ましょう（国や自治体で紹介されている情報を得るこ
とが安全です）。
〇さまざまな情報で不安になる時は、テレビやインター
ネットを見る時間を減らし、情報を取り入れすぎない
ようにしましょう。

２ 正しい情報を適切な量で取り入れましょう

〇感染拡大による不安から、しばしば「不正確な噂やデ
マ」「偏見」「いじめ」が発生することがあります。
情報を発信する時・受ける時は、ひと呼吸おいて、情
報源を確かめるなど正しいものかどうかチェックしま
しょう。

◆こころの不調が続く場合は、無理せず県の精神保健福祉センターやいばらきこころのホットラインにご相談く
ださい。または、町健康増進課の健康相談をご利用ください。

３ デマ・偏見・差別を防ぐために

精神保健福祉センター（来所相談　※予約制）
☎ 029-243-2870（予約電話番号）
予約・相談時間　平日　午前８時30分
　　　　　　　　　　　～午後５時15分

いばらきこころのホットライン（電話相談）
☎ 029-244-0556（平日）
☎ 0120-236-556 (土・日　フリーダイヤル)
相談時間　午前９時～12時、午後１時～４時
             （※年末年始、祝日を除く）

茨城町健康増進課　健康相談（随時）
☎ 029-240-7134（直通）
相談時間　平日　午前８時30分
　　　　　　　　～午後５時15分

感染流行で生じやすい、さまざまな“こころの問題”

　【問合せ先】健康増進課　☎ 029－240－7134（直通）
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「ＧＡＰ」でより良い農業経営を！

【問合せ先】　農業政策課　☎ 029－240－7118（直通）

　ＧＡＰ（Good Agricultural Practice）とは、直訳で「良い農業のやり方」という意味で、「農業生産工程管理」のことをいいます。
　農業に関する法律を守り、食品安全、環境保全、労働安全・労務管理、経営マネジメントのそれぞれに配慮した「持続的な農業経
営」を行うことが「ＧＡＰに取り組む（ＧＡＰをする）」ことになります。

●　食品安全とは…
　　食べる人の安全を守る＝安全な農産物の提供
　　つまり、食品衛生法を遵守すること。
　　（取組例）残留農薬の基準遵守、食中毒の原因物質による汚染防止、ガラス片などの異物混入防止　等
●　環境保全とは…
　　農業の持つ物質循環機能を活かし、環境を守ることで、持続的な農業活動につなげる。
　　（取組例）土壌環境や水資源の保全、周辺環境への配慮、農薬への配慮、廃棄物の適切な処理　等
●　労働安全・労務管理とは…
　　働く人の安全を守る＝快適な職場環境の形成
　　このことにより労働力が適切に確保され、生産性の向上につながる。
　　（取組例）機械作業や熱中症などの事故防止対策、労災保険への加入、労働者との積極的な意見交換　等
●　経営マネジメントとは…
　　販売管理体制・農場管理体制の構築により、バイヤーや消費者の顧客満足度向上、農場内の見える化の実現へ。
　　（取組例）圃場図や生産計画の作成、責任者・担当者の明確化、クレームへの対応手順の作成　等

　このように、ＧＡＰは新たに導入するものや、特別なことではありません。今までのやり方の問題点・改善方法を見つけ出し、
積極的に取り組んでみましょう。
　詳しい情報や管理点・適合基準等は「一般財団法人　日本ＧＡＰ協会」のホームページ（https://jgap.jp/）に掲載されています
ので、ご確認ください。
　また、農業政策課には、日本ＧＡＰ協会「ＪＧＡＰ指導員（農産物・畜産）」の資格を有する職員がおり、各種相談に応じています。
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